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国内 イタリア

公的年金の体系

　 保険料財源 　

　税　財　源

報酬方式（1995年12月31日までに労働を

開始していた者に適用）

拠出方式（1996年１月１日以降の新規採

用者に適用）

被保険者

（◎強制△任意×非加入）

◎被用者

◎自営業者の大部分

×無職（ただし△主夫・主婦）

保険料率 保険料率：被用者については33％，自営業者については，年齢，居住地，所得，他の

保険制度への加入状況などに応じて12.8％～25.72％（2009年）。

支給開始年齢 ・老齢年金：男性65歳，女性60歳。

・年功年金：2009年６月まで被用者58歳，

自営業者59歳。以降，2009年７月から

2010年まで被用者59歳，自営業者60歳，

2011年から2012年まで被用者60歳，自営

業者61歳，2013年以降被用者61歳，自営

業者62歳。ただし，保険料納付期間が40

年以上ある場合は，年齢を問わない。

男性65歳，女性60歳。

ただし，35年以上の保険料納付期間があ

る場合は，左記の年功年金の場合と同じ。

また，40年以上の保険料納付金がある場

合は，年齢を問わない。

基本受給額 下記「給付の構造」参照。

給付の構造 ・老齢年金と年功年金から選択。

・年金額は，老齢年金および年功年金の

いずれも，報酬に直接連関する「報酬方

式」で算出。

【受給額】

現役時代の年収額の平均×保険料納付年数

（最高40年）×支給率（原則２％）

・老齢年金のみ。

・老齢年金額は，納付した保険料額を年

金受給額の算定の基礎として用いる「拠

出方式」で算出。

【受給額】

拠出総額×転換指数

※拠出総額は，年収に算定率（被用者の

場合33％）を乗じた額を，全就労期間に

ついて合算する。転換指数は，受給開始

年齢が高いほど高く設定されている。

所得再分配 下記「国庫負担」参照。

公的年金の財政方式 賦課方式

国庫負担 最低手当やみなし拠出など，保険料に対

応しない給付が支給される場合。

左に同じ。ただし，下記のように，最低

手当の保障はない。

年金制度における最低保障 低年金者かつ低所得者のうち，�65歳ま

での者については，最低手当（tratta-

mento minimo，月額458.2ユーロ，2009

年）まで，および，�70歳以上の者につ

いては，社会的増額措置（maggiorazione 

sociale， 月 額594.64ユ ー ロ，2009年 ）

までの増額がある。

右のうち，�のみ存在。

無年金者への措置 イタリア在住の65歳以上の低所得者（単身者では年収5,317.65ユーロ以下，2009年）

には，社会手当（assegno sociale）を支給（月額409.05ユーロ×13ヶ月分，2009年）。

公的年金と私的年金 補足的保障制度（previdenzacomplementare）により公的年金を補完。また，伝統

的に退職手当（trattamento di fine rapporto,TFR）と呼ばれる退職金制度も存在。

国内 イタリア

公的年金の体系

保険料財源

税 財 源

企業・個人年金

報酬方式（1995年12月31日までに労働を開

始していた者に適用）

拠出方式（1996年１月１日以降の新規採用

者に適用）

被保険者

（◎強制△任意×非加入）

◎被用者

◎自営業者の大部分

×無職（ただし△主夫・主婦）

保険料率 保険料率：被用者については33％，自営業者については，年齢，居住地，所得，他の

保険制度への加入状況などに応じて12.8％～23.50％（2007年）

支給開始年齢 ・老齢年金：男性65歳，女性60歳。

・年功年金：被用者57歳，自営業者58歳。

ただし，保険料納付期間が被用者で38年以

上，自営業者で40年以上ある場合は，年齢

を問わない。なお，2008年から，被用者60

歳，自営業者61歳への受給年齢の引上げが

予定されている。

57歳。なお，2008年から，男性65歳，女性

60歳への引上げが予定されている。

基本受給額 下記参照

給付の構造 ・老齢年金と年功年金から選択。

・年金額は，老齢年金および年功年金のい

ずれも，報酬に直接連関する「報酬方式」

で算出。

【受給額】

現役時代の年収額の平均×保険料納付年数

（最高40年）×支給率（原則２％）

・老齢年金のみ。

・老齢年金額は，納付した保険料額を年金

受給額の算定の基礎として用いる「拠出方

式」で算出。

【受給額】

拠出総額×転換指数

※拠出総額は，年収に算定率（被用者の場

合33％）を乗じた額を，全就労期間につい

て合算する。転換指数は，受給開始年齢が

高いほど高く設定されている。

所得再分配 「国庫負担」参照。

公的年金の財政方式 賦課方式

国庫負担 最低手当やみなし拠出など，保険料に対応

しない給付が支給される場合。

左に同じ。ただし，下記のように，最低手

当の保障はない。

年金制度における最低保障 最低手当と呼ばれる一定額（月額436.14ユ

ーロ，2007年）までの保障がある。

なし

無年金者への措置 イタリア在住の65歳以上の低所得者（単身者では年収5,061.68ユーロ以下，2007年）

には，社会手当（assegno sociale）を支給（月額389.36ユーロ，2007年）。

公的年金と私的年金 補足的保障制度（previdenzacomplementare）により公的年金を補完。また，伝統的

に退職手当（trattamentodi fine rapporto,TFR）と呼ばれる退職金制度も存在。
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イタリアの年金制度

� 中益陽子（都留文科大学文学部講師）

１．制度の特色

　イタリアの公的年金制度は，賦課方式で運営され

る強制加入の公的年金制度を 1 階部分として，積立

方式で任意加入の民間年金制度（補足的保障制度

previdenza complementareと呼ばれる）を２階部

分として整序されている。

　公的年金制度の対象者は，基本的に就労者のみで

あり，日本のような国民皆年金の発想を現在はもっ

ていない。ただし，この場合の就労者とは，広く自

営業者を含む。現行では，伝統的なタイプの自営業

者（自営農，職人，商人）のほか，準従属労働者と

よばれる新しいタイプの労働者（法的には自営業者

に分類されるものの，経済的・社会的従属性の点で

は被用者と同視される者）などにも公的年金制度へ

の加入を義務づけている。この場合，自営業者に対

しても，所得比例で社会保険料を徴収し，所得比例

の年金を支給する点が１つの特徴である。

　イタリアの制度の特色としては，保険事故の点も

挙げられる。イタリアでは，老齢，障害および被保

険者死亡の場合に年金を支給するほか，一定の保険

料納付期間と労働からの引退を要件として支給され

る「年功年金」もある。この年功年金は，高齢者の

所得保障という点で，実質的な機能が老齢年金と重

なることもあり，1995年の「ディーニ改革」で将来

的な廃止が決定された（1996年以降の新規採用者に

は支給されない）。しかしながら，年功年金が果た

している実際上の役割の大きさから，その支給要件

の変更は，現在でも常に大きな政治問題となってい

る（後述８参照）。

　また，1995年改革では，「拠出方式」とよばれる

年金算定方式が採用されたことも注目される。これ

は年金支給額を社会保険料納付額に直接に連関させ

る方式（いわゆる概念上の拠出建て方式）であり，

スウェーデンやポーランドなどでも採用されたこと

（いずれも1999年の年金改革において）が知られて

いる。ただし，それまでのイタリアで採用されてき

た報酬ないし所得に直接に関連させて年金給付額を

決定する方式（「報酬方式」と呼ばれる）もすぐに

は廃止されないことになったため，現在のイタリア

では拠出方式と報酬方式とが併存する形になってい

る（後述４参照）。

２．沿革

　イタリアの公的年金の端緒として挙げられるのは，

肉体労働従事者に対して老齢給付を保障した1898年

の全国保障金庫の創設である。もっとも，この全国

保障金庫への加入は任意であり，強制保険への転換

は1919年だった。当時の制度概要は，月収350リラ

以下の労働者（一部自営業者も含む）に対して，老

齢年金，障害年金および遺族年金を支給するという

ものである。1919年に確立した同システムは，ファ

シスト政権下の諸法律によって補完され，その後の

制度の基礎となっている。

　大戦後の公的年金制度の発展としては，まず被保

険者の範囲の拡大が挙げられる。1950年に所得の上

限が撤廃され，基本的に被用者はすべて公的年金制

度の対象となった。また，1950年代から1960年代に

かけては，自営農・小作農・折半小作農（1957年），

職人（1959年）および商人（1966年）にも公的年金

制度への加入が義務付けられた。この時期には，低

額の年金を一定額まで増額し補完する最低手当の措

置も導入されている（1952年）。

　1960年代から1970年代には，普遍主義の傾向が強

まった。こうした傾向を表すものとして典型的なの

は，1965年の社会基金の創設である。社会基金は，

1969年導入の社会年金（65歳以上の低所得者に対す

る給付）の支給など，租税を投入して運営されるも

のであった。同基金は1989年に廃止されたが，その

役割は後述のINPS（全国社会保障機関）のもとに

設置された，GIAS（扶助措置・保障事業支援事業）

に引き継がれている。

　財政のバランスを欠く給付が支給されるようにな

ったのもこの時期である。たとえば，退職直前の５

年間の平均報酬に基づいて年金額を算定する報酬方

式の導入（1968年）や年齢ではなく退職の事実と就

労期間（15年から35年）を要件とする年功年金の導

入（1969年）などである。

　しかし，こうした「寛大な」措置は，とりわけ少

子高齢化の問題が深刻になるにつれ，イタリアの公

的年金制度の財政にとって大きな負担になった。
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1990年代以降の諸改革は，従来の不合理なシステム

を修正し，過度の支出を抑える措置を実施している。

このような修正としては，受給年齢の引上げ（男性

65歳，女性60歳へ）や保険加入期間・保険料納付期

間の拡張（20年へ）といった老齢年金受給要件の見

直し（1992年），1996年１月１日以降の新規採用者

に対する拠出方式・新老齢年金の導入および年功年

金・最低手当の廃止，ならびに，1995年12月31日ま

での既就労者に対する年功年金の要件の見直し（年

齢要件の導入等）および報酬方式の修正（算定の基

礎となる参照報酬を全就労期間の報酬に拡大。以上，

1995年のディーニ改革）などがある。また，労働形

態を偽って保険料負担を不当に逃れる者が増加した

ため，いわゆる準従属労働者（法的には自営業者で

あるが，経済的従属性に鑑みてこのように呼ばれる）

に対して強制保険制度が拡張された（1993年）。

　他方で，公的年金制度を補完するものとして，補

足的保障制度も創設された（1992年）。補足的保障

制度は加入者が伸び悩んできたが，近年の改革（と

くに2004年の「ベルルスコーニ＝マローニ改革」，

本誌26巻４号を参照）によっても，今のところ期待

されたほどの効果は上がっていないようである

（2005年の加入者は，制度の潜在的対象者のうち

12.3％にとどまる）。

３．制度体系の概要

　１で述べたとおり，イタリアの公的年金制度は，

被用者および自営業者の大部分を対象とする所得比

例年金である。従来の公的年金制度は，職業ごとに

年金事業や年金基金・金庫が乱立してきたが，近年

の諸改革により，これを統一し，制度を合理化する

ことが目指されている。無償で家政活動を行う65歳

以下の男女（いわゆる主夫・主婦）には，特別基金

（主婦保障基金）が用意され，任意加入の途が開か

れている。なお，2004年12月31日時点における公的

年金制度の被保険者数は2450万人強，詳細は下表の

通りである（絶対数）。

　一方，２階部分である補足的保障制度は，被用者

および自営業者，自由専門職を対象とする任意加入

の制度である。制度の運営主体である年金基金には，

�労働協約や就業規則によって企業単位または職

種・職業単位で設立される「閉鎖型基金」と，�銀

行や保険会社などによって設立される「開放型基金」

がある。�の年金基金の特徴に鑑みれば，補足的保

障制度は，企業年金としての性格を含むものといえ

よう。

４．給付算定方式，スライド方式，支給開始年齢

　給付算定方式は基本的に２種類ある。1995年12月

31日までにすでに就労を開始していた者に適用され

る報酬方式と，1996年１月１日以降の新規採用者に

適用される拠出方式である。報酬方式の適用される

者については，老齢年金の代わりに年功年金を受給

することも可能であるが，いずれの年金を受給する

場合にも，報酬方式が用いられる。一方，拠出方式

の適用される者については，年功年金の支給が予定

されていないため，老齢年金だけが支給されること

になる。

　まず，報酬方式とは，報酬に直接に関連させて給

付額を決定する方式であり，具体的な年金の支給額

は，下記の式により算定される。

　年金額＝現役時代の年収額の平均

　　　　×保険料納付年数（最高40年）

　　　　×支給率（原則２％）

　年金の支給額の算定となる現役時代の平均年収額

は，基本的に全就労期間が参照されるが，拠出期間

や労働開始日によって，退職前の５年もしくは10年

の年収が算定基礎となる場合もある。

　一方，拠出方式とは，納付した保険料の額を基礎

とする算定方法であり，次のようになる。

　年金額＝拠出総額×転換指数

　拠出総額は，年収に算定率（被用者の場合33％）

を乗じた額を，全就労期間についてすべて足して算

出する。この拠出額とは，あくまで計算上のもので

部門 公共部門
民間部門

被保険者計
被用者 自営業者 自由専門職 民間部門計

被保険者数 3,169,339 12,907,130 7,686,871 893,911 21,487,912 24,657,251

出典：ISTAT, Annuario statistico italiano 2006
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あり，実際に保険料が積み立てられているわけでは

ないことに注意する必要がある。転換指数は，年金

受給開始時における受給権者の年齢に応じて異なり，

受給開始年齢が高いほど，転換指数も高く設定され

ている（57歳の4.720から65歳の6.136まで）。転換

指数は，５年ごとにISTAT（国立統計局）の公表

する国内総生産の指数を考慮して修正される。

　年金受給年齢は，適用される給付算定方式の種類，

受給しようとする年金の種類，保険料納付期間，性

別および就労形態（被用者か自営業者か）により異

なる（後述８参照）。

５．負担，財源

　財源は基本的に保険料で賄うが，保険料に対応し

ない給付については租税が投入される。

　保険料は，労働者のカテゴリーごとに決定される。

たとえば，被用者ならば，賃金（税控除前）の33％

である（使用者負担23.81％，被用者負担9.19％）。

保険料の賦課される賃金の範囲は，2009年で，日額

43.49ユーロ以上である。1996年１月１日以降に雇

用された被用者（拠出方式の適用者）については，

保険料賦課賃金の上限も設定されている（2009年で，

年収91,507ユーロ）。

　一方，自営業者の保険料率は，所得の多寡や年齢，

就業の状態に応じて異なる（2009年の場合，12.8％

から25.72％まで）。保険料は，職人や商人，自営農

については自営業者自身が全額負担するのに対して，

準従属労働者の場合は，保険料の３分の２を注文主

が負担し，労働者本人負担分は３分の１のみである。

６．財政方式，積立金の管理運用

　拠出方式にせよ，報酬方式にせよ，公的年金制度

については賦課方式で運営されている。

７．制度の企画・運営体制

　年金制度の企画は，労働保健社会政策省（2009年

11月現在）が担当している。

　公的年金制度を運営する中心的な機関はINPS

（全国社会保障機関）である。INPSは国から独立

した公社であり，すべての民間労働者，公社の職員，

自営業者の一部などに関する年金事業を担っている

（公的年金制度の被保険者のうち78.6％をカバー，

2004年）。このほか，国家公務員，地方公務員，上

級管理職および自由専門職（ジャーナリストや興行

労働者，医師等）などについては，独自の基金・金

庫が存在する。

８．最近の論議や検討の動向・課題（今後の見

通し，評価を含む）

⑴　年金受給年齢の引き上げ

　前述の通り，イタリアには，高齢者に対する給付

として，老齢年金のほかに年功年金と呼ばれる給付

も存在する（ただし，1995年までに就労を開始して

いた者に限って支給される）。年功年金には，当初

年齢要件が定められていなかったため，年金の早期

受給の原因であると考えられてきた。1995年の改革

により年齢要件が導入された後も，同年金の年齢要

件をいかに引き上げるかが，公的年金制度改革にお

ける 1 つの焦点となっており，制度の改変が頻繁で

ある。

　現行法（2007年12月24日法律247号）によれば，

2008年から2009年６月までの期間は，それまでの57

歳という年金受給年齢を58歳に引き上げることとさ

れている（被用者の場合）。これに対して，2009年

７月以降はいわゆる「定数方式」という仕組みが採

用される。これは，保険料納付年数（最低でも35年

以上必要）と被保険者の年齢（最低限満たすべき年

齢あり）を足した数が一定以上のときに年金受給を

認める方式である（表参照）。ただし，保険料納付

期間が40年以上ある場合には，被保険者の年齢に関

わらず，年金の受給が可能である。

　一方，1996年以降に就労を開始した者には，老齢

「定数方式」による年功年金の受給要件（被用者の場合）

2009年７月１日から2010年まで 2011年から2012年まで 2013年以降

保険料納付年数と年齢の合計 95 96 97

最低年齢 59 60 61

※自営業者の場合は，「保険料納付年数と年齢の合計」および「最低年齢」が，被用者に比べていずれも１年ず
つ高い。
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年金だけが支給される。この老齢年金に関しては，

制度が導入された1995年の改革当初，最低57歳での

受給が可能であった（これに対して，同じく拠出方

式をとるスウェーデンでは61歳から，ポーランドで

は65歳から）。しかし，このような要件の設定は，

老齢年金の早期受給の増加をもたらしかねなかった

ため，2004年の改革で，老齢年金についても年金受

給年齢の引き上げが実施された。この結果，現在の

老齢年金の受給要件は，次のようになっている。�

保険料納付期間 5 年以上，および，男性65歳，女性

60歳，�保険料納付期間35年以上，および，年功年

金の受給年齢への到達（前記参照），または，�保

険料納付期間40年以上（受給年齢は問わない），で

ある。ただし，65歳より前に年金を受給する場合に

は，受給額が，社会手当と呼ばれる社会扶助給付の

額（2009年で月額409.05ユーロ）の1.2倍を下回ら

ないことが必要である。

　なお，近年の改革においても，報酬方式の適用を

受ける者（1995年までに就労を開始した者）の老齢

年金については，受給要件（保険加入期間・保険料

納付期間20年のほかに，男性65歳，女性60歳という

年齢への到達）に変更はない。

　こうした年金受給年齢の設定については，性別に

よる格差が存在する場合があることを問題視して，

女性の年金受給開始年齢を65歳に引き上げるべきと

の意見が，閣僚等から主張されている。

⑵　就労収入との調整

　一方，年金受給年齢との関わりがある議論として，

就労収入との併給も問題となってきた。

　従来の制度においては，就労収入と老齢・年功年

金との併給が認められないケースがあった。このよ

うに，年金か就労による収入かの二者択一の仕組み

のもとでは，高齢者の就労継続の意欲を阻害し，最

低限の年金受給年齢に達すると同時に年金の支給を

開始するインセンティブを労働者に与えかねない。

また他方で，年金を受給しつつも，非公式に就労を

続けるタイプの闇労働を蔓延させる危険性もあった。

　こうした事態を避けるため，2009年１月１日以降

は，老齢・年功年金と就労収入（従属労働による収

入か，自営業によるものかは問わない）との併給を

ほぼ全面的に認めるとの法改正が実施されている

（2008年８月６日法律133号）。




